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１．所管からの報告事項について 

次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、すべて報告済みとした。 

（１）滝川市子どものいじめ防止対策条例（仮称）の素案について 

（２）石狩川河川敷パークゴルフ場市民説明会実施結果について 

（３）滝川市公共施設マネジメント計画（案）について 

 

２．その他について 

なし。 

 

３．次回委員会の日程について 

正副委員長に一任することとした。 
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の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 13 
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 88 

第29回 総務文教常任委員会 89 

H25.12.10 (火)13：30～ 90 

第 一 委 員 会 室 91 

開  会 １３：３０ 92 

委 員 長 それでは、第29回総務文教常任委員会を開会いたします。連日続いて大変だと 93 

思いますが、よろしくお願いいたします。 94 

 委員動静報告 95 

委 員 長 本日の委員動静ですが、全員出席しております。委員外議員として清水議員、 96 

木下議員、窪之内議員の出席を許可します。それから、道新の傍聴及び一般の 97 

方の傍聴を許可します。 98 

 １．所管からの報告事項について 99 

委 員 長 それでは、所管からの報告事項について、教育部、（１）、滝川市子どものい 100 

じめ防止対策条例（仮称）の素案について説明をお願いいたします。 101 

 （１）滝川市子どものいじめ防止対策条例（仮称）の素案について 102 

舘 部 長 まず、滝川市子どものいじめ防止対策条例、仮称でございますが、素案につい 103 

てのご説明をさせていただきます。 104 

 その前に、ご承知のとおり９月に国ではいじめ防止対策推進法が施行されまし 105 

た。これを受けまして、滝川市としては資料に記載してございますが、平成17 106 

年に江部乙でとうとい命を失ったということも含めまして、これまでいじめに 107 

関することについては一生懸命やってきたつもりでございます。今、推進法に 108 

基づきまして地方公共団体、鋭意検討を重ねているところではありますが、滝 109 

川市といたしましては議員の皆様方にもいろいろご心配をいただきました素案 110 

が固まりましたので、総務文教常任委員会にご説明したいと考えてございます。 111 

いろいろご意見あるかと思います。今後早ければ来年の４月から施行という形 112 

で進めたいと考えてございますが、先ほども申し上げましたとおり、いろいろ 113 

ご意見を伺いながら進めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い 114 

いたします。 115 

 説明については吉川課長から申し上げます。 116 

吉川課長 （別紙資料に基づき説明する。） 117 

委 員 長 説明が終わりました。 118 

 質疑ありますか。 119 

渡  辺 概要版ということですが、本来、この条例はどれぐらいのものになるのか、１ 120 

点目です。 121 

 ２点目ですが、第三者機関とかパブリックコメントのメンバーとかいろいろあ 122 

ると思うのですが、パブリックコメントよりも第三者機関の人選、これをどこ 123 

で決めるかによって結構検討する中身がいろいろある。だから、簡単に言えば 124 

教育委員会が人選して、あなた第三者機関になってくださいと、こうなると教 125 

育委員会は何かと検討の中身が変わってきては困るのではないかと。だから、 126 

その人選をするところが一体どこなのかということで、そこを特に強調してお 127 

きますので、明らかにしてください。 128 

パブリックコメントも市民にどれぐらいのところでやるのか、この３点をお願 129 

いします。 130 

吉川課長 概要についてはどれぐらいかということでございますけれども、本日配付資料 131 
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の中で条例の組み立てをイメージして総則からいじめ防止基本方針、それから 132 

学校のいじめ防止基本方針、ずっと所要事項を規定していきまして、全体的に 133 

は先ほどの説明と重複しますけれども、30条ぐらいの条立てになると考えてい 134 

るところです。 135 

 それから、２点目の第三者機関についてでございますけれども、この条例でも 136 

触れていますけれども、国の推進法でも教育委員会の中に附属機関を置くこと 137 

ができると規定されております。したがいまして、私どもといたしましてはこ 138 

の第三者機関の最も大事なところは、いじめの個別事案に対しても調査するわ 139 

けですから、やはり利害関係がない中立公正な判断をいただける組織という位 140 

置づけにしておかなければならないと思っています。しかし、教育委員会に設 141 

置する附属機関ですから、法令の趣旨に沿って最も適切な方、やはり学識経験、 142 

心理とかいじめ問題に精通した教育の大学の教授とか、そういう方にお願いし 143 

ていくのがいいだろうと今は考えております。 144 

 それから、人選についてはただいま申し上げたようなことで施行後に取り進め 145 

たいと思っています。パブリックコメントにつきましては、スケジュールにも 146 

お示ししているとおりホームページの活用や、ホームページだけはなかなか浸 147 

透しづらい部分がありますから、例えば公共施設などにも素案を置いてご意見 148 

をいただく機会、ファックスか何かでもいただくような方法とか、幅広く素案 149 

を知っていただく対応をとっていきたいと思っています。 150 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 151 

渡  邊 この仮称なのですけれども、子どものいじめ防止対策条例というのは、防止条 152 

例とはならないのですか。対策といったら、もう起きてから次の手を打つとい 153 

う感覚を受けるのですけれども、この点どうですか。 154 

吉川課長 現在私が北海道教育委員会に訪問して情報をリサーチしたところ、道内ではま 155 

だ道と、それから市町村では知内町と滝川市で、知内町は既に制定しておりま 156 

す。対策という名前が果たしてどうかということでございますけれども、仮称 157 

でこのようにさせていただいていますが、やはり起きてからの対応というイメ 158 

ージが強いというご意見ももっともだと思っています。ここで市民の皆様にも 159 

啓発したいのは、子供のいじめを未然に防ぐと、それからとにかく早く対処し 160 

ていじめ問題を克服するということもありますから、言葉、条例名については 161 

この後もきちんと検討して社会全体でいじめのない社会にしていこうと、学校 162 

づくりをしていこうという趣旨に合うような名称にしていきたいと思っていま 163 

す。 164 

渡  邊 こういう条例制定という方向で進むのは大変結構なのですけれども、全国的に 165 

見ても報道される範囲というのは、いじめまでにたどり着くというか、そうい 166 

うところの判断というのが物すごく難しいのではないかと思うのです。公にな 167 

ればわかるのですけれども、それ以前の部分で先ほども言ったように未然に防 168 

ぎたいという部分があるのであれば、どこまでがいじめであって、どこまでが 169 

いじめでないのかという判断的な基準というか、そういうのはつくる予定なの 170 

ですか。 171 

吉川課長 どこまでがいじめかということに関しては、まず定義というのは非常に大事で、 172 

国の推奨で制定されています。子供の気持ちをまず第一に考えたいじめの訴え 173 

をきちんと聞き取って、実態把握をした上でいじめと認定すると定められてお 174 

ります。そのような中でも今委員が申し上げたボーダー的なものというものを 175 
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どう判断するかというのは、学校現場でもいろいろいじめ問題に関しては、こ 176 

れは21年に本市が策定したマニュアルでございますけれども、これ以降、国や 177 

道からもいじめに関するマニュアルが多々出ておりまして、そこにもいろいろ 178 

いじめに関することの定義とか、今の質疑のどれをどう判断してどう対処する 179 

かということも出ております。あくまでも基本は子供の訴えに沿って、子供に 180 

寄り添って判断していくということでございますので、その基本を忘れないで 181 

学校現場では取り組んでもらうように、条例はこれからつくりたいと思います 182 

けれども、現状もそういうことで進めているところです。 183 

渡  邊 どうしても新聞というか、そういう報道によるとやっぱり被害者という部分が 184 

大きくクローズアップされるのですけれども、最終的にこの第三者機関云々で 185 

なってしまうと、これらというのはあくまでも調査する段階、この時点でその 186 

ままもう報道、そこまでは行かないと思うのですけれども、今まで報道をされ 187 

ているのはどうしても隠蔽的な体質というか、教育委員会のそもそもの部分が 188 

どうしても覆いかぶさったような報道しか出てこないで、いつもたたかれると 189 

言ったら言葉は悪いですけれども、そんな状況の中で今回はこういうふうに第 190 

三者機関でやるというのは、当然情報の公開というか、そういうふうにしてい 191 

くおつもりですか。 192 

吉川課長 この第三者機関も今ご質疑のとおり、調査をした結果というのは必ずいじめの 193 

当事者、いじめられたほう、いじめたほう、双方の子供や保護者に情報提供す 194 

るということもきちんと推進法でも規定されておりますので、私たちもそのこ 195 

とはきちんとこの中で規定したいと思っています。 196 

 それから、前段ご質疑をいただいた、いじめがどうしても被害者中心となると 197 

いうことですけれども、最近は滝川市でも特段まだ表立ったものはないですけ 198 

れども、全国の情勢を見ますとネットを通じたいじめ、これは被害者が気づか 199 

ないうちに加害者のほうだけが広がりを見せるということも起きています。し 200 

たがって、そういうネットのいじめなどにもきちんと対処して、被害者がまず 201 

訴えをしていなくても加害者をきちんと特定して指導をするというようなこと 202 

もありますので、この条例ができてこれからどのまちもいじめ問題に取り組む 203 

わけですけれども、いじめを小さな定義に考えないで幅広く対処していきたい 204 

と思っています。 205 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 206 

柴  田 これに取り組むことは大変重要なことなのですけれども、この条例を整備して、 207 

それで済むのかということになると、私はこの条例が特効薬ではないと思うの 208 

です。ただ、この条例に基づくそれぞれの組織の整備ですとか対応のマニュア 209 

ル化等も含めて、きちんと末端までこういった意識を醸成させるための条例だ 210 

ということでいえば、これもお題目にならずに済むとは思うのです。ただ、問 211 

題は人的配置、これを条例にきちんとうたっていくのかどうなのか。スケジュ 212 

ールが裏に載っているのですが、いじめ対策組織準備ですとか、いわゆる管制 213 

塔ではだめだと思うのです。やはり現場の段階で本当に入り込んだ形で歯車を 214 

回していく作業が必要であると思うのです。それで、その後何年も同じように 215 

配置する必要はないけれども、当初歯車を回す上での人的配置を条例に基づか 216 

ないと、予算措置等が非常に市役所内部の力関係に委ねられるということにな 217 

ると、条例そのものがもう骨抜きになってしまうというおそれがあるものです 218 

から、そのことについて教育委員会として今どう考えているのかお聞きしたい 219 
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と思います。 220 

吉川課長 ただいまの質疑でございますけれども、素案の２ページをごらんいただきたい 221 

と思います。中段に３番、基本施策として項を設けております。特に11番、ま 222 

ず学校の視点、これは市教委の視点と分けて考えるとしましたら、やはり学校 223 

におけるいじめ防止対策というのは、ここに大事な４点書いてありますけれど 224 

も、いじめの情報を組織的にきちんと集めて、そして判断するということが、 225 

これまでも学校内ということでは一緒なのですけれども、この条例によって組 226 

織をちゃんとつくることが義務づけられております。その組織には、学校の教 227 

職員だけではだめですよということで推進法は書かれております。 228 

 では、外部の方はどういう方を入れるのかということになりますけれども、や 229 

はり心理等の専門家を入れて、そしてきちんと校内の校長、ピラミッド組織だ 230 

けで判断したりしてはだめですよということになっていますから、そこに専門 231 

家が入るわけですけれども、心理の専門家、スクールカウンセラーですとかス 232 

クールソーシャルワーカーというものが滝川市にも今現在配置しておりますか 233 

ら、そういうものを学校組織の中に入れてきちんと判断していくということで、 234 

スクールカウンセラーは今本市には１名採用しておりますから、その者が兼務 235 

という形でいじめ事案にかかわるという方法も一つのことだと思っています。 236 

そのようなことで、学校における現場対応もまずは真っ先に大事ですので、そ 237 

のように取り組みたいと思っています。 238 

 それから、市教委の部分に関しましては、まず相談体制については、これまで 239 

も電話やメールという形で教育支援課の支援専門員の配置ということで対応し 240 

てまいりました。このことについては、引き続き継続したいと思っています。 241 

 それから、そのほかの人的対応という面では、繰り返しになりますけれども、 242 

第三者機関を十分に活用して、ここに専門家等に入っていただいて、その上で 243 

きちんと教育委員会が判断できるという機関づくりにしていく中で、ここにや 244 

っぱり人的配置等も必要になってきますし、財政的な面といえばやはりいじめ 245 

の件について市民への啓発、いじめに対して体系的に今度取り組んでいきます 246 

とか、いじめは絶対に許されないということをもう少し子供たちに浸透できる 247 

ような啓発手段、これは市教委も必要ですし、学校現場でも必要だと思ってい 248 

ますので、そういうことにも取り組んでいきたいと思っています。 249 

柴  田 今の説明でわかることはわかるのですけれども、やはり現状を一歩も二歩も進 250 

めていくための条例制定だと受けとめておりますので、今までスクールカウン 251 

セラーなり、あるいは専門的な知識を有する方たちをお招きして助言する等の 252 

ことというのはこれまでもやってきているし、これまでの処方の延長上にある 253 

ものだと私は思っているのです。さっき課長がネットの話もしたのですが、こ 254 

れは本当に一教育委員会で全てを行えるような作業量でもないでしょうし、こ 255 

れはやっぱり専門的な民間の方のお力をおかりする、地元にもそういった企業 256 

もありますから。ただ、そういったものを一つ一つ積み重ねていかないと、皆 257 

さんが考えられている、あるいはこの条例にうたわれている基本的な精神を実 258 

現するということは不可能だということをもっと強く訴える内容にしてほしい。 259 

それでないと、単に条例制定に終わってしまうと、実績づくりだけが前に進ん 260 

でいくというように思われますので、そういった意味ではそこら辺は教育委員 261 

会のみならず、市長部局もしっかりと取り込む形で条例の中にそういった具体 262 

性を持った中身を盛り込んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお 263 
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願いいたします。 264 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 265 

窪之内委員外議員 概要版で懲戒措置と出席停止の措置に関することについて伺いたいと思います。 266 

委 員 長 窪之内委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 267 

（異議なしの声あり） 268 

委 員 長 窪之内委員外議員の質疑を認めます。２分以内でお願いします。 269 

窪之内委員外議員 懲戒措置というのは、出席停止も懲戒措置の一つなのかなと思っているのです 270 

けれども、出席停止とは違う懲戒措置ということは具体的にどういうことを考 271 

えられているのかということと、刑事事件というのですか、そういうこととの 272 

関係で何か規定するようなことはあるのかどうかと、こういういじめた側への 273 

措置をした場合のその後の配慮というか、その後の対応についてはどのような 274 

形で規定をしていくのかということをお伺いしたいと思います。 275 

四十九院指導参事 まず暴力的なものを伴う場合につきましては、これは明らかにいじめではあっ 276 

ても、それよりも先に暴力に対する対応が先に立ちますので、それについては 277 

警察等の関係機関と連絡をとりながら適切な措置をとると、これが原則になり 278 

ます。暴力を伴わない場合については、このいじめの規定をもって懲戒を加え 279 

る、それから出席停止などを行うということがありますが、懲戒については現 280 

時点でも行える内容なのですけれども、その対策につきましては出席停止で明 281 

らかなように、なかなか現実的に行われていない状況がございます。ですから、 282 

これにつきましては文部科学省でも適切に行えるような形での整備を図るとい 283 

う形で出てきておりますので、こちらでもどのような形で具体的に行えるのか 284 

ということについては、また調べまして進めていきたいと考えております。 285 

 それから、その後の対応につきましては、やはり教育的配慮ということが非常 286 

に優先されますので、現場ではやはり加害者であっても生徒であるということ 287 

が前提に立ちますので、今後そのようなことがないということを前提とする状 288 

況が生まれるまで指導を続けるという形で粘り強く行っていくというのが現状 289 

ではないかと考えております。 290 

窪之内委員外議員 その出席停止以外の懲戒というのは、どういったものがあるのかというのが１ 291 

点と、３ページの21番の出席停止制度の適切な運用等の中の文章なのですが、 292 

いじめ加害者の保護者に出席停止の措置というのは、この文章だけを見ると何 293 

か保護者が出席停止されるような意味合いにとれるので、ちょっと文章を変え 294 

たほうがいいと思いますがいかがですか。この２点です。 295 

吉川課長 まず、１点目の懲戒措置に当たるものはどのようなものがあるかということに 296 

関しては、文部科学省が事例として既に通知しております。例えば放課後に教 297 

室に残留させることですとか、学習課題や清掃活動をその子に課すとかという 298 

ことを懲戒措置と呼んでおります。 299 

 それから、出席停止に関しましては、教育委員会が停止を決定することができ 300 

る制度ですけれども、この出席停止を課すのは義務教育の制度の中では保護者 301 

に出席停止を課す決定を下して、実質上子供は出席できなくなるのですよとい 302 

う法体系を基本に置いた停止措置ということになります。一般的に、子供が学 303 

校に行けなくなるということで理解いただいて結構なのですけれども、措置は 304 

あくまでも保護者にするということが基本のスタイルになっておりますので、 305 

あえてこういうふうに書かせていただいています。 306 

委 員 長  ほかに質疑ありますか。 307 
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（なしの声あり） 308 

委 員 長  それでは、報告済みといたします。 309 

 （２）、石狩川河川敷パークゴルフ場市民説明会実施結果について説明をお願 310 

いいたします。 311 

 （２）石狩川河川敷パークゴルフ場市民説明会実施結果について 312 

庄野参事 （別紙資料に基づき説明する。） 313 

委 員 長 説明が終わりました。 314 

 質疑ありますか。 315 

渡  辺 私と同じことを考えている市民が発言していました。石狩川の水害で土砂が30 316 

センチ、50センチと埋まったら、何億円とまたかかるのでないかと私はずっと 317 

思っておりました。いいところを突いているなと思うのですが、そのときに先 318 

に設置する以上のお金がかかったらどうするのかと、今、異常気象の時代だか 319 

ら、そういうことを考えておかなければならないかと思うのですけれども、そ 320 

の点どう考えているか。 321 

 それから、もう一つは、ずっと言い続けている料金だけではとても大変な時期 322 

が来ると。すぐ来るというか、何年かで来るといつも言っているのですが、直 323 

売所、軽食、食堂というのですか、それらについては一切まだ考えないと、こ 324 

ういうことでいいのですか。 325 

庄野参事 水害の件につきましては、いろいろご心配もされているということはお聞きし 326 

ておりました。過去に市民ゴルフ場やスカイパークはそれぞれ水害というよう 327 

なことが何度か起こっております。その際には１週間程度の修復というのです 328 

か、復旧工事の取り組みの中で使用が回復をするというようなことがございま 329 

す。また、石狩川の河川敷という同じようなことでは旭川のほうにもございま 330 

す。そういうところも何度か、何年かに１度のそうした対応が出てきていると 331 

いうことがございます。これもまた市民の皆様、あるいは管理をしている皆様 332 

の努力によって数日間で回復するというような状況にあるようでございます。 333 

とんでもない洪水でというようなお話でございますけれども、そこまでの想定 334 

は今現在しておりませんけれども、過去に起こった水害というようなことでい 335 

えば数週間、それぐらいの中で復旧させるということを今検討しているところ 336 

でございます。 337 

委 員 長  工事費とかの経費についてはどうですか。 338 

庄野参事 復旧に関する経費がどれぐらいになるかというのは、今想定をしているものは 339 

ございませんけれども、過去ゴルフ場等でかかった経費というのは一般的には 340 

流れてくるごみの撤去費ということになっていると思っております。料金的に 341 

は積算はしておりません。 342 

 それと、食堂の関係でございますけれども、これも委員会の中でもご説明を申 343 

し上げましたけれども、河川敷ということでの制約がありますので、食堂とい 344 

うものの設置は難しいと考えておりますけれども、例えば大会等でいえばお弁 345 

当の発注、予約の受け付け、それから利用者の皆さんのお茶等の提供というよ 346 

うなこと、それから場合によっては皆さんで視察をされてきたルルマップです 347 

とか、一部ではキッチンカー的なものが商売になるということであれば、そう 348 

いう車も営業として参入が可能ということもあるかと思いますので、利用の実 349 

態を見ていただきながらお弁当の対応あるいはファストフードの対応と、そう 350 

いうものは可能ではないかなと考えております。ここでの食堂というものは、 351 
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今の段階では検討してございません。 352 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 353 

副委員長 このパークゴルフ場の関係で、我々議員会でも２カ所視察してきたのですが、 354 

どこの場所もやっぱり一つの経営というか、民間も含めて非常にユニークな経 355 

営にいろいろ取り組んでいると思っていたのですが、この滝川はいわゆる札幌 356 

圏とも違うし、中空知におけるお客さんがかなり多い。空知全体にもなるかも 357 

しれないけれども、そういう中でこの積算の仕方はどこからのお客さんを見る 358 

かということなのだ。私もパークゴルフの会の会長もやっているのですけれど 359 

も、この試算の中でいわゆる外客として４割ぐらいを見ているということにな 360 

ったときに、意見がここにも出てきたのだけれども、市内と市外の差なのです。 361 

そこのところが物すごく微妙で、200円の差といったら、この管内ではちょっと 362 

ない。それは、スケールメリットからいったら、72ホールだから、それぐらい 363 

の差があってもいいのでないかという感覚になるかもしれないけれども、これ 364 

から来ていただいて何ぼの世界だから、そこのところを間違わないようにして 365 

ほしいのと、もう一つ、まちづくりセンターでいろいろな人に参加していただ 366 

いて開催したようなのだけれども、空知川パークゴルフ同好会というのが１つ 367 

例があるのだけれども、実際にやっていらっしゃる方というか、同好会の人方、 368 

滝川には滝川パークゴルフ同好会かな、湯沢さんが会長をやっていたところだ 369 

とか、いろいろあると思うのだけれども、どの程度までこのご案内をしたのか、 370 

ただ来ていただいて意見を聞く会だったのか、そこのところをどういうスタイ 371 

ルでこの意見を聞いたのか、状況をもう少し話してください。 372 

庄野参事 外客の割合ということで、市内、市外ということで見直しをさせていただいて 373 

おります。これにつきましては72ホールということがございます。それのスケ 374 

ールメリットということも少し勘案しながらということで、道内の滝川市と同 375 

じような状況、周りにパークゴルフ場が幾つかあって72ホールで運営をしてい 376 

るというところが皆さんも見ていただいた安平山パークゴルフ場などもそうな 377 

のですけれども、非常に地元よりも札幌、千歳あるいは苫小牧というようなと 378 

ころ、大体札幌から50キロちょっとぐらいの距離にあるパークゴルフ場の事例、 379 

あるいは三笠は非常に隣接したところの岩見沢あるいは美唄というところがご 380 

ざいますけれども、そういうところとの格差、コースのよさというような部分 381 

で人を集めているということがございます。そうしたパークゴルフ場の状況も 382 

勘案しながら、10キロ圏、20キロ圏、30キロ圏という部分でどれぐらいの客が 383 

来られるかということを勘案しながら見直しをさせていただいて市外という区 384 

分けをさせていただいております。その料金の格差については、市民が500円で 385 

市外の方が700円という考え方ではなくて、もともと六百何十円ぐらいになると 386 

思うのですけれども、そういうところから市民の皆さんを何とかワンコインの 387 

中でおさめられないかというようなところで、半日市民の方については何とか 388 

500円の中でということで設定をさせていただきました。空知管内には54ホール 389 

というのが大きなところでございまして、あとのパークゴルフ場については36 390 

ホールあるいは27ホールという設定をされてございますので、そういうところ 391 

と比較をして半日で見ていただければ、半日４時間でございますので、54ホー 392 

ルあるいは状況によっては72ホールも回れるような時間帯になりますので、そ 393 

ういうところとの比較ということを考えていただければ決して高くはない料金 394 

かなと思っています。ただ、さまざまなご意見をいただいております。４時間 395 
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の設定が本当にいいのかどうか、それらをもう少し細かい区分という形で利用 396 

しやすい、そんな柔軟な対応ということもあり得るのかなと思っております。 397 

 それから、まちづくりセンターでこういう形で開催しますということで道新、 398 

プレス空知、あるいはエフエムＧ’ｓｋｙでご紹介をいただきながら集まって 399 

いただきました。この際には、パークゴルフ協会ということになりますけれど 400 

も、それから江部乙のコスモスパークゴルフ協会、こちらにも直接ご連絡申し 401 

上げまして開催のご案内を差し上げたところでございます。たまたま空知川パ 402 

ークゴルフ同好会が会合があるということがございましたので、そちらのほう 403 

にも伺わせていただいてご説明をさせていただきました。また、市老連も会合 404 

があるということで、役員の方でございましたけれども、概要説明をさせてい 405 

ただいてご意見を伺ったというところでございます。 406 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 407 

柴  田 ほかのパークゴルフ場を見させていただいて、今700円が高いとか安いとかとい 408 

うのは、もうこれは完成して芝の状態がどれほどよりよいものになっているか 409 

で、おのずと700円が高いか安いかは利用者が決めると思うのです。高いと思え 410 

ば行かない、72ホールもこんないい芝の状態のところで１日できるのだったら、 411 

また行きたいといえばこれは安くなってくると思うのです。そういう意味では、 412 

もう幾つか私も見せていただきましたが、芝の状態が悪いところで評判のいい 413 

パークゴルフ場はないというのは、これは間違いないものですから、なかなか 414 

養生期間がとれない計画になっているので、相当芝のほうの状況をしっかりと 415 

チェックしながら、700円払っても安かったと言えるようなコースづくりをして 416 

いただくことが一番重要なのかなと私は思っていますので、そこら辺をしっか 417 

りとやっていただければと思っております。どんないいコースをつくっても芝 418 

が悪かったら、誰も見向きもしないというようなことがよくわかりましたので、 419 

ぜひともそこら辺をお願いしたいと思いますがいかがですか。 420 

庄野参事 ありがとうございます。市民の皆さんのご意見の中にもよい芝あるいはアンギ 421 

ュレーションのいいコース、おもしろいコースという、飽きないコースという 422 

ことの要望が非常に強いということがございます。そうした意見も踏まえて対 423 

応してまいりたいと思いますので、よろしくまたご意見、ご指導のほどをお願 424 

い申し上げます。 425 

委 員 長  ほかに質疑ありますか。 426 

木下委員外議員 自動販売機の設置についてです。 427 

委 員 長 木下委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 428 

 （異議なしの声あり） 429 

委 員 長 木下委員外議員の質疑を認めます。２分以内でお願いします。 430 

木下委員外議員 私もこの間２カ所議員会の視察で見させてもらったのですけれども、どこのパ 431 

ークゴルフ場も自動販売機で相当収益を上げておりました。滝川市も何台かは 432 

自動販売機を置く気はありますよね。そこだけお聞きします。 433 

庄野参事 河川敷という制約がございますけれども、電気は引っ張るという計画でおりま 434 

すので、自動販売機の設置は収入の中にもそうしたものも見込んでいるという 435 

ことでございますので、皆さん方にも精いっぱいご利用いただけるものをそろ 436 

えたいと考えております。 437 

委 員 長  ほかに質疑ありますか。 438 

（なしの声あり） 439 
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委 員 長  それでは、報告済みといたします。 440 

 所管入れかえのため、若干休憩いたします。 441 

休  憩 １４：２８ 442 

再  開 １４：３５ 443 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 444 

 次、総務部、（３）、滝川市公共施設マネジメント計画（案）について説明をお 445 

願いいたします。 446 

 （３）滝川市公共施設マネジメント計画（案）について 447 

高橋主査 （前回委員会で要求された別紙資料に基づき説明する。） 448 

委 員 長 前回の委員会で説明は全部終わっておりますので、質疑をお受けいたします。 449 

質疑ありますか。 450 

柴  田 前回の資料要求により提出されたこの資料についてなのですけれども、間違い 451 

なく数字がひとり歩きしていくと思うのです。この数字に合わせる必要性の議 452 

論がなされていないままに数字が出されて、平均がこの数字だから、適切な床 453 

面積が何ぼであるということがそれぞれに語られてしまうおそれがあると思う 454 

のです。ですから、参考になる数字であることは承知しておりますし、今回総 455 

務文教常任委員会での視察をした自治体においてもこういった１人当たりの床 456 

面積というものを一つの指標として使っているということは理解するのだけれ 457 

ども、本当に市民が必要とする床面積はどの程度なのかというのは、実は積み 458 

上げ方式でやっていく必要がある。例えばスポーツ施設は、こういう優先順位 459 

をつけて、これは必須条件で整備しなければいけないから、１人当たりの面積 460 

はこの程度になるだろうだとか、それらの積み上げが実はこれから将来に向け 461 

た滝川市の必要な公共施設の床面積になるということであれば私は非常に納得 462 

できるのですが、単純にこの数字が渡辺委員の資料要求で今回出てきたのです 463 

けれども、全道がこうなっている、３万から７万人がこの水準になっているか 464 

ら、滝川は9.05平米だからこれぐらい多いと、だからこれぐらい削る、６割方 465 

削らないとだめだと言っている議会関係者も実はいると聞いていますから、そ 466 

ういう発言を呼び込むようなことがあってはいけないと私は思うのです。それ 467 

は、これから計画をつくって本当に必要な面積はこれなのですよということを 468 

市民に知らしめるという上では、もっと具体性を持った数字を全面に掲げてい 469 

く必要があると私は思うのですが、そのことについて市側ではどう考えていま 470 

すか。 471 

高橋主査 今ご質疑、ご指摘をいただいたことについては、おっしゃるとおりかもしれま 472 

せん。私どもといたしまして、この文書上9.05は他市と比べて多いということ 473 

の記載はありますけれども、市としての考え方といたしましては他の自治体よ 474 

り多いから何平米まで持っていくという考え方はしておりません。ほかのまち 475 

では、確かに指標を用いて、ほかのまちと同様、または政令都市でも政令都市 476 

平均に持っていくとかやっているまちもあるかもしれません。私たちとしては 477 

今考えているのは、この１人当たりの面積が大きいから７までとか、そういう 478 

考え方をしているものではないということでございます。 479 

柴  田 そうであるならば、やはり予断を与えるような表現であってはならないと思う 480 

のです。この数字を使うということは全然私は構わないと思うのです。ただ、 481 

中で非常に危機感をあおっている表現が散見されるので、そうではなくてもう 482 

ちょっと落ちついた表現で記載をしていくという必要性があるのではないのか 483 
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と思います。確かに人口減少が引き続いて、どんどん老朽化が進展していくと 484 

いう現状において、危機感を持っていただくということはもちろん必要なので 485 

すが、それがこの床面積の比較で2.何倍あります、３倍ありますというような 486 

表現で、そんなにたくさんあるからそれを切るのかというような予断を与える 487 

ような表現は、やはりまだ素案の段階で用いるべきものではないと思います。 488 

具体的に例えばスポーツ施設の面積、全道がこんなに立派に整備されているの 489 

だけれども、滝川はこれだけしかないというようなことについては、それはや 490 

はり行政側で必要とされるものなのだからこれを整備していきますという表現 491 

の中で使うのはいいのだけれども、結局は面積ではないと思うのです。皆さん 492 

言っていることは、多分これから必要なユニバーサルデザインを導入するため 493 

には、必ずしもこれだけの大きな床面積を維持していくだけの財源が乏しいか 494 

ら、もっと優先度をしっかり見きわめて必要な政策を打てるように、それでこ 495 

の公共施設の全体の維持計画の見直しをしていきましょうというのが大きな目 496 

的なのだから、そのことをもっともっと前段にしっかりと掲げて、何かこれだ 497 

ったら単純に、父さんの小遣いを削るのに、あなた、たばこをやめなさい、お 498 

酒をやめなさいと言っているような前段に聞こえてしまうので、そうではなく 499 

て目的があるのだと、うちは今のアパートを出て新しい住宅を建てると、小さ 500 

いけれども、新しい住宅を建てるために今しっかりと我慢して節約するのだ、 501 

必要ではないものは削っていくのだということが伝わるような表現を前段はき 502 

ちんと持っていくべきだと私は感じたので、そこら辺は五十嵐次長、どう思い 503 

ますか。 504 

五十嵐部次長 非常によくわかりました。私どもの考え方としましては、この案のつくりとし 505 

まして、まず第１章でなぜ今公共施設が問題なのかという中で、滝川市の公共 506 

施設の現状というものをまず調べたものを市民の皆様に提供すると。その中で 507 

そのようないろんな指標を使って多いということをまず認識してもらい、その 508 

上で、今回後半で提案をしているような中身で市民の皆さんと協議に入りたい 509 

という、そういった考え方でこの案をつくりました。その中で柴田委員がおっ 510 

しゃるとおり数字がひとり歩きして、例えば9.05が多いから全道平均の７平米 511 

にしましょうとか、あるいは３割しか維持できないので、７割は削減しましょ 512 

うとか、数値をそういった指標に使う気持ちは全くありません。そういったこ 513 

とが誤解されるような今ご意見ありましたので、その辺はこの素案から案にす 514 

る段階で市民にわかりやすくもっと違った書き方で説明したいと考えておりま 515 

す。 516 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 517 

渡  辺 マネジメント計画の方針とかを読ませてもらいましたが、10年程度、集中的に 518 

公共施設を可能な限り削減するという、その方針だということがわかりました。 519 

その中でも実は大前提になるのは昨日も討論したとおりで、この目のつけ方が 520 

総合福祉センターの例、そして後ほど質疑しますが、コミュニティ施設、この 521 

２つをとっただけでも、つまり市民の一番大事にしているというか、一番日常 522 

的に会合やいろんなことが行われているところに目をつけているというところ 523 

は、極めて最悪の計画でないかと今から言っておきます。その辺は、もう十分 524 

直していってもらいたいということでただいまから質疑に入ります。 525 

 １点目、15ページに未利用施設あるいは暫定施設というのがあります。こうい 526 

うものを残しておいて先ほどの平米や床面積の計算に算出をして、滝川市は実 527 
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は多いのだという論理に使うと。そうではなく、この26施設は速やかに解消、 528 

先にそんなコミュニティ施設のことを言うよりもこういうところをきちんと始 529 

末してからでなかったら、前田市政も危うくなると、こういう大きな問題を抱 530 

えていると思う。町内会とか市民の一番大事なところが削られるということは 531 

とんでもない。したがって、この未利用施設、暫定施設の保守点検の費用、毎 532 

年の草刈りとか、屋根の雪おろしとか、最低限でも何かと必要ですが、これは 533 

どのようになっているのかお聞きします。 534 

 ２点目は、20、21ページ、複合化のイメージということで、小学校を改修して 535 

コミュニティの複合施設、これは札幌にもあります、大通のあの小学校のよう 536 

な。基本ができていないうちにコミュニティ施設をなくすために小学校を改築 537 

して、そこに老人や市民や町内会に利用させるという、そういう単純なことで 538 

はだめだと思う。ちゃんと小学校とか、中学校、あるいは幼稚園とか、保育所、 539 

そういう教育がどのようにその施設で行うのかという、その根本をなくして単 540 

純にコミュニティ施設をなくすための小学校の複合化といういいかげんなこと 541 

ではだめなので、しっかりと教育委員会などと十分話し合って、そういう基本 542 

ができていない中で施設だけちょっとコミュニティにしようというのはおかし 543 

いのではないかと思いますが、その考え方、現在のことでいいのですが、お伺 544 

いします。 545 

 次、24、25ページですが、24ページの表、説明で上段、中段、下段というよう 546 

なことがあります。その下段、施設に係る経費についてどうもわかりにくい。 547 

市の委託料とか、それから支出では施設の修理費が出ているとか、そういう収 548 

入、支出がいろいろあると思うのですが、この計算のときの収入にかかわるこ 549 

とはどのようにして計算されているのか、ちょっとその辺をご説明ください。 550 

 32、33ページに行きます。丸加高原伝習館のことが観光関連施設であるのです 551 

が、方針がだんだんと出てきているそうですが、ここのところだけでお聞きし 552 

ます。丸加高原伝習館は24年度から休んで、補修費として毎年2,200万円程度。 553 

ただ、こういうところを本当に利用もしないで無駄金でないでしょうか。こう 554 

いうことをやっていてコミュニティセンターを潰そうというマネジメント計画 555 

はとんでもないと思うのです。そういう意味で、丸加高原伝習館がどうという 556 

よりもその早期決着、この必要があると思うのですが、現時点ではいかがでし 557 

ょうか。 558 

 ５点目、35ページの施設の延べ床面積と施設に係る経費ということで、先ほど 559 

の質疑にも関係があるかもしれませんが、この経費は、収入、入場料とかそう 560 

いうものがあるはずですが、その詳細がどのように計算されてその金額になっ 561 

ているのかということです。例えば文化センターやたきかわホールのところ、 562 

それをご説明ください。 563 

 ６点目、38ページ、市民に説明するときにファシリティーマネジメントとか横 564 

文字、これは不親切ではないかと思うのですが、これらを直してもらいたいと 565 

思うのですが、いかがでしょうか。 566 

 ７点目、39ページ、マネジメント計画の（１）の一番上からです。行政が施設 567 

を運営する必要性が低下した施設については積極的に財産処分を行いますとあ 568 

りますが、そのとおりだと思うのです。市民会館などの使わないものを積極的 569 

に処分をしないでこれらを保存しておいて、コミュニティセンターに目をつけ 570 

るというのは全く逆で、私はそんな姿勢というのはないと思っています。そう 571 
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いう意味で本当に不要なものから、必要性が低下したというそこのところが本 572 

気なのかどうか。そうではなくて、やりやすいところからやるというようなこ 573 

とにならないかどうか。 574 

 最後、40から41ページです。また未利用、暫定施設ですが、これらの施設の処 575 

分こそマネジメントの計画の第一にやらなければならないことではないかと思 576 

いますので、先ほどから申し上げています地域や町内会で重宝している地域コ 577 

ミュニティ施設を維持する方針、これは絶対に持っていかなかったら、それら 578 

を小学校に統合するというのはとんでもないことだと思っていますが、この見 579 

解を伺う。何回も同じことを言っていますが、そこのところも未利用施設、暫 580 

定施設をいつまでにどれぐらい解消してということでそこを述べてください。 581 

 以上、大きく８点をお願いします。 582 

高橋主査 今８つのご質疑の中で、私から何点か答弁させていただきます。 583 

 まず、計画の大前提としまして、コミュニティを最初にやろうというお話では 584 

なく、９つの分野別の方針、計画については並行して進めていくものでござい 585 

ます。 586 

 それで、１つ目のご質疑にありました未利用施設を残しておいてということで、 587 

これは恐らく８つ目の質疑と同じ趣旨かなと思いますが、こちらについては、 588 

まずは書いてあるとおりなのですが、必要な方がいらっしゃったら、その方に 589 

積極的に譲渡、無償貸与も含めましてご利用いただくことを前提にしておりま 590 

す。その後、建物が本当に使用に耐えないような状況になったときには、これ 591 

も財源的な問題はございますが、今地方財政法の改正、また総務省でも検討さ 592 

れておりますが、除却のための特例債というものを活用した上でこういったも 593 

のは積極的に除却をしていくという方向で考えております。 594 

 それから、２つ目にご質疑のありました学校施設の関係でございます。これは、 595 

もちろんこの先関係する方、老人クラブの方もそうですし、学校関係の方、施 596 

設利用者の方、そういった方々ともこれからいろんな協議の場を持ちます。持 597 

った上で皆さんで望まれる姿ってどんなものなのかということをイメージ、具 598 

体化していって、それで学校に必要な改修については加えながら進めていきた 599 

いということで、これはこれから皆さんといろいろ議論をした上で進めさせて 600 

いただきたいと考えているものです。 601 

 それと、先に５番目の文化施設についての施設に係る経費の関係でございます。 602 

これについて、ここに書いてある施設に係る経費というのは歳入を全く見込ん 603 

でいない施設にかかった決算でございます。最終の決算でございます。収入の 604 

関係については、37ページで若干触れておりますけれども、コストと使用料の 605 

関係というのはこういうことで関係性が出ているということで、歳入について 606 

具体的な数字を明示しているところは実はないということでございます。 607 

 それから、６点目にありました38ページのファシリティーマネジメントという 608 

言葉でございます。これは、先日の厚生常任委員会でもご意見をいただきまし 609 

た。ちょっと前のほうでファシリティーマネジメントの用語解説もありますけ 610 

れども、今回パブリックコメント等々で公共施設に配置させていただいている 611 

マネジメント計画には用語解説表というのを１枚別途つけております。そちら 612 

を並行してごらんいただきながら、また成案になったときもご丁寧にもう少し 613 

わかりやすく用語解説も加えながらしていきたいと思っております。 614 

 それから、７点目の行政が運営する必要性が低下した施設のところも同様です 615 
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けれども、市民会館を初めとして引き続きこういったものを譲渡または民間運 616 

営を目指して進めていきたいと考えております。 617 

高橋主幹 ４番目で伝習館が休んで今補修をしているということでご質疑があったのです 618 

けれども、伝習館についてはＰＰＰを導入するということでマネジメント計画 619 

の中では記載をさせていただいております。現在経済部で活用についての公募 620 

を行っているような状態でございますので、その状況を見ていきたいと判断し 621 

ております。 622 

高橋主査 ３点目にご質疑いただきましたコミュニティ施設の施設に係る経費についてで 623 

ございますが、この経費の中には大きな修繕は入っておりません。また、収入 624 

については文化施設同様に歳入についての１個１個の数字は明記されていなく 625 

て、コストと利用料の関係の中で示しているということでございます。 626 

渡  辺 わかりましたが、各コミュニティセンターは小学校へという図面や写真までご 627 

丁寧にあるから、誰が見てもこれは絶対推進するのだということになると思う 628 

のです。そんな討議資料ぐらいではないような感覚に受け取るのではないです 629 

か。これは、さっきから言っているとおりの答弁もちょっとあったのですが、 630 

大きな滝川市の方針、教育施設あるいは教育制度、小学校、中学校、高校、幼 631 

稚園、保育所、そういうものをどうするかというものがなくてこんなことを提 632 

案するのは、やっぱり単純建物だけではまずいと思っています。だから、これ 633 

はやり直してもらいたいぐらいで、パブリックコメントに出す前の討議資料に 634 

ならないと思っていますが、いかがですか。 635 

五十嵐部次長 コミュニティ施設を小学校に統合するというようなお話ですけれども、そもそ 636 

もは一昨年都市計画マスタープランというものを策定してございます。この中 637 

に基本理念としまして、市民がつくる北のエコ・コンパクトシティたきかわと 638 

いうことで、この都市マスというのはコンパクトシティをつくるというのを大 639 

方針にして進めているわけですけれども、この中のコミュニティのところの記 640 

載の中でコミュニティ街区については小学校区を基準として設定すると、そし 641 

てコミュニティ拠点については原則として小学校を含むエリアを設定し、その 642 

周辺に地域活動の拠点施設等を集約すると、この都市計画マスタープランの中 643 

で方向性が示されております。これに基づきまして、今回この公共施設マネジ 644 

メント計画の中で都市マスの大方針に沿った形であるべき姿をお示ししたとい 645 

うことでございます。これにつきましては、先ほどから説明しているとおり今 646 

後この計画が策定されましたら、この方針に従って教育委員会あるいは地域の 647 

方々、使用している方々、もちろん小学校の職員の方々、そういった方々と協 648 

議をしながら課題等を上げながら、その課題が改善できるのか、そういったこ 649 

とも含めて協議をしながら進めていきたいということでございます。書いてあ 650 

るから是が非ともやるということではなくて、これから調整をしながら進めて 651 

いきたいということでございます。 652 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 653 

渡  邊 近々な課題ということでこういう計画が上がってきたということを十分理解し 654 

たいと思います。そういう中で、都市マスの話も出ました。基本的には、滝川 655 

市の総合計画がベースという考えのもとにこういうふうに進んでいると思うの 656 

ですけれども、どの計画があるから、こうだからというのではなく、やはり一 657 

定のストックマネジメント推進課ができたということで、この件に関してはそ 658 

れらを参考意見にしながらやっぱり独自のものでやるべきものだと思います。 659 
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先ほど渡辺精郎委員の質疑にもありましたが、未使用、未利用の施設があると。 660 

これらの数量を抜いた床面積の総量というのは把握して、その場合に今度市民 661 

当たりに換算したら幾らになるのか伺います。 662 

 それと、いろんな計画の中で出ていますけれども、地域別、分野別という関係、 663 

また校区という関係で出ていました。分野別は確かに都市マスの中でもあるの 664 

ですけれども、これというのはゾーンで引いている部分が大きいのです。教育、 665 

文化とか、そういう機能的な部分を含んだゾーンでやると、これはここだよと 666 

いう、ただそこにあるからそれが適切かというのはまた置いておいて、そうい 667 

うことの発想で始まっていると。今回この分野別だったか校区別で出している 668 

もの、小学校校区で出しています。そこにも複数の施設がいっぱいあったりな 669 

かったりという状況の中で、その校区別でいったらどれくらいの施設でその人 670 

口とか利用形態も含めて本当の適切な数というか、そこまで把握する必要があ 671 

るのではないかと思います。その点の考え方を伺います。 672 

 あと、何回も言うのですけれども、地域別がいろんな分け方をしているのです 673 

けれども、私的に国道12号を東西南北という形のゾーンの引き方、こういう場 674 

合にしたときにどういうような、１丁目あたりぐらいから北、その下を南、東、 675 

西とした場合に、その人口の割合からどれだけの施設が必要だというほうがま 676 

だシビアに出るのではないか。小学校の校区でやるよりはどうかなという、ち 677 

ょっと私的な意見ですけれども、その点にもし波及できればお伺いします。 678 

高橋主査 １点目の未利用施設については、今手元にデータがございません。38万平米か 679 

らこの未利用、暫定施設を引いた面積になるということになります。 680 

 それで、２点目の地域別の関係でございますが、小学校区別で適切な数につい 681 

てという考え方なのですが、私たちはまずマネジメント計画の基本的な考え方 682 

として第３章の18ページにございますが、１つの考え方として３階層による考 683 

え方を持っております。市内に１戸しかない全市的施設並びに小学校区にある 684 

第２階層の施設、それと小学校区以上にある施設についての３つの階層に分け 685 

まして、ここにも記載のあるとおりなのですが、第１階層の施設というのは地 686 

域別の見方はしませんけれども、これらについては長寿命化して大事に使って 687 

いこうという考え方でございまして、第２階層にある小学校、この建物を先ほ 688 

どからのとおり皆さんで考えながら有効に使っていこうと。小学校区以上にあ 689 

る第３階層となるコミュニティセンター等々をいわゆる第２階層のほうに移し 690 

ていこうというような趣旨での考え方となっておりまして、小学校区別で適切 691 

な施設の数というのは特段考えているものではございません。また、東西南北 692 

でやるという考え方については今私たちも初めて聞いた考えで、ちょっと考え 693 

たことがなかったのですけれども、これについてはまた検討もさせていただき 694 

たいと思いますが、今回は都市計画マスタープランに基づいた小学校区ごとの 695 

地域別計画になっているということでございます。 696 

渡  邊 スケジュールの関係なのだけれども、はっきりもうわかっているのは何年後に 697 

これをやるというのは確かに載っています。ただ、何もない漠然と破線で10年 698 

まで引っ張っているという部分が見られる。これの捉え方というのは、その施 699 

設にＰＰＰの導入を検討するということで、10年間引っ張っていくと。もし仮 700 

に経常的なことを考えていくのだったら、早急に進めるべきというか、導入す 701 

るというか、であればこういう破線にならず、実線にして何年までという示し 702 

方をもうちょっと検討すべきでないのかと思うのですけれども、いかがでしょ 703 
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うか。 704 

高橋主査 ただいまご質疑いただいたとおり、私たちとしても早急に手をつけられるとこ 705 

ろは早急に手をつけていきたいと思っておりますし、できることから、取り組 706 

めることから順次取り組んでいきたいという考えでございます。私たちとして 707 

も一生懸命取り組んでいきたいと考えております。 708 

渡  邊 これって本当にやらなければ、滝川市は大変厳しい状況になっていきます。で 709 

すから、この計画が方針から計画になって案がとれれば、ストックマネジメン 710 

ト推進課でもうちょっと鮮明なビジョンを描いてもらいたい。それが市民に対 711 

するＰＲになると思うので、その点も頭の隅に入れておいてください。 712 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 713 

柴  田 私は、将来に向けたこの計画は、本当に滝川市のこれからのまちづくりにあっ 714 

ては必要不可欠な計画づくりであると思っています。たとえコミュニティ施設 715 

の再編整備があろうとも私は必要なことだと思っています。そもそも渡辺精郎 716 

委員がおっしゃっているようなコミュニティ施設を行政が支援していくという 717 

こと自体、その根本が私は理解できない実は一人なのです。非常に厳しい言い 718 

方かもしれませんけれども、この計画書の滝川第二小学校地区の表を見て、北 719 

地区コミュニティセンター、北滝の川地区福祉会館、三世代交流センター北地 720 

区分館と３つあるのです。ここの昼間人口は非常に多いわけなのですが、それ 721 

にしてもこの３つを公共が担う必要性を私は感じていないのです。なぜそう言 722 

うかというと、我々の町内会、実は二黄会館という自前の会館を持っていて全 723 

て自主運営している。除雪、もちろん電気料その他もろもろ全て町内会の自主 724 

運営で行っているというところなのです。逆に言えば、そういった自助努力を 725 

している町内会がある一方で、公的扶助のもとで町内会等がそういった会館を 726 

利用しているという状況は、多分うちの町内会の人間はほかの現状をわかって 727 

いないと思うのです。そういうこととなると、やはり不公平感が生まれてくる 728 

と。かといって、私は全面的に全て要らないのではないかと言っているわけで 729 

はなくて、やはりこれからの時代、将来世代にツケを残さないがための公共施 730 

設のあり方ということをこの計画でしっかり議論していかなければいけない。 731 

もっと骨太で豊かな発想で、そしてこの公共施設の再編整備をしていかなけれ 732 

ばいけないという立場なのです。そういった意味では、我が村の会館は絶対に 733 

これは廃止なんてもってのほかだという議論ではなくて、この機能をどういっ 734 

た形で新たな機能を持たせるかということを真剣に各地域、町内会、住民が考 735 

える機会としてこの計画をしっかり説明していく必要があると思うのです。 736 

 それで申し上げるのですが、はっきり言って先ほど来渡辺精郎委員はコミュニ 737 

ティ施設、コミュニティ施設と言っているのですが、どうせ面積割りしている 738 

のであれば、その各町内というのか、各小学校区の公民館の１人当たりの床面 739 

積ですとか、そういった細かい数字も逆に参考資料として提示していく必要性 740 

があるのではないのか。ですから、例えばうちの町内でいえばこの第二小学校 741 

に集約化されたほうが便利なのです。北滝の川地区福祉会館も北地区コミュニ 742 

ティセンターも、それから三世代交流センター北地区分館も本当に遠い、全く 743 

公共施設のない地域なのです。ただ、体育センターですとか、そういったスポ 744 

ーツ施設は集中的に配置されているけれども、コミュニティ機能は会館だけだ 745 

というところなのです。ですから、会館の稼働率も非常に高いという現状があ 746 

るのです。先ほど来全然議論されていないのが稼働率なのです。どれだけ利用 747 
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されているかということをこれもしっかり市民の皆さんがわかりやすい形で目 748 

にする、そういった資料づくりも必要になってくると。今は素案ですから、そ 749 

こまでのものにはなっていないのですが、そういう視覚に訴えるという計画づ 750 

くりも当然必要だと思いますので、そのことについて素案に盛り込む考え方が 751 

あるのかお伺いをしておきたいと思います。 752 

高橋主査 まず、施設の稼働率についてなのですが、９ページ及び25ページとか29ページ 753 

などに掲載があるのですけれども、地域ごとのコミュニティ施設について地域 754 

における人口で割り返したらどうなのかという資料について我々も少し検討さ 755 

せていただきまして、地域別計画の中で少し視覚的にわかりやすく表現をさせ 756 

ていただきたいと考えています。 757 

柴  田 それと、もう一つ、今ここで話ししていたのですが、農村部も実は自分たちの 758 

会館でやっているわけです。それも非常に少ない住民の数でかなりの負担をし 759 

ながらやっているという現状があるのです。そういったことになると、総合計 760 

画でもマスタープランでもいいですけれども、コンパクトシティにすることに 761 

よってそういった地域がある程度サービスの制約を受ける中で自主的努力で今 762 

まで会館運営も含めて建設も含めてやってきたという事実がある以上は、やは 763 

りそういった不公平感のないような計画づくりという意味では今のこの現状の 764 

ベースをしっかりたたき台として市民に知らしめていく必要があると思うので 765 

す。ですから、そのための資料づくりをしっかりやっていってほしいというこ 766 

とをお願いしたいと思います。 767 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 768 

渡  邊 この推進会議とか、検討会議の議事録はホームページにアップされているのか。 769 

高橋主査 はい。 770 

渡  邊 それであればよろしいです。 771 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 772 

副委員長 公共施設マネジメントとファシリティーマネジメントとどう違うのですか。 773 

高橋主査 まず、ファシリティーマネジメントという言葉なのですけれども、こちらは若 774 

干説明いたしますとアメリカで生まれた経営管理方式で、民間でもよく取り入 775 

れられていますが、少ないコストで最大の効果が出せるように土地や建物の使 776 

用や維持をしていくこと、我々滝川市においてもこれを導入するというのは、 777 

これまで施設管理というのは所管ごと、施設ごとに管理をしてきたもので、ま 778 

た施設の修繕についても壊れてから直すといったことをやってきておりました。 779 

これら民間等々、また先進の自治体の事例を見ますと、こういった施設を横串 780 

を入れまして一元管理をする、また長寿命化ということで壊れる前に手を加え 781 

ていく、いわゆる人間の健康と同じですけれども、予防保全型の施設の管理を 782 

取り入れていく。そういったことによって、より効率的で効果的、経済的な施 783 

設維持ができるということでございますので、そういったことを取り組んでい 784 

くというのがファシリティーマネジメントでございます。私たちの公共施設マ 785 

ネジメントというのは、そういった意味も含めまして公共施設を質や量、コス 786 

トの面から最適な形にしていきたいということで全体像を描いたのが公共施設 787 

マネジメントと考えております。 788 

副委員長 その訳し方の問題で、ファシリティーといったら公共施設ではないのか。この 789 

解説を見たらわかるけれども、余り横文字にしたら市民はわからない。 790 

高橋主査 まず、最初におっしゃられました公共施設マネジメントとファシリティーマネ 791 



 

- １７ - 

 

ジメントは同じものかということなのですが、ファシリティーマネジメントに 792 

ついては私たちは公共施設マネジメントのその一部と考えております。ファシ 793 

リティーというのは、いわゆる業務用の不動産のことを指しております。公共 794 

施設マネジメントの一部としてファシリティーマネジメントを導入するという 795 

考え方でおりますが、確かに昨日の厚生常任委員会、また本日もご指摘いただ 796 

きました。用語解説ということで、できるだけわかりやすい日本語に直したも 797 

のを作成をして今回マネジメント計画の素案、パブリックコメントの中で添付 798 

はしておりますけれども、今後成案にするに当たりまして改めましてわかりや 799 

すく表現を工夫しながらまとめていきたいと考えております。 800 

委 員 長  ほかに質疑ありますか。 801 

清水委員外議員 数字の分析の仕方、パブリックコメントで出した資料について、公共施設９分 802 

類の中の分類基準、それと、類似施設の関係についてです。 803 

委 員 長 清水委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 804 

（異議なしの声あり） 805 

委 員 長 清水委員外議員の質疑を認めます。２分以内でお願いします。 806 

清水委員外議員 まず、１点目は、資料要求されて提出した資料で7.95平米というのが出てきた 807 

のです。7.95平米は東洋大学の資料だと。物事を比較するときは、社会科学で 808 

も自然科学でも同じ条件で比較するというのが大前提なのです。この数字だけ 809 

滝川市でつくった数字でほかは東洋大学、これは常識を欠いた分析の仕方では 810 

ないかということで、こういうやり方はすべきではないと思いますが、いかが 811 

でしょうか。 812 

 ２点目は、きのう総合福祉センターはこれに入っていないと言ったのだけれど 813 

も、清掃センターだとか開基100年記念塔だとか、そういったものは廃止して、 814 

全然使いようのない施設なわけだから、これはどういうことで載せているのか。 815 

 ３点目は、パブリックコメントで、これは柴田委員が杞憂されていたことがま 816 

さに２ページしか説明がないのに、まずどんとキャラクターが話す形で圧倒的 817 

に平均値を上回っていますと。将来公共施設にこれだけお金がかかると予想さ 818 

れ、そして、1,229億円借りていると。ひとり歩きなんていうものではない。だ 819 

から、先ほどの答弁でこういったものを是正するのはいいのだけれども、すぐ 820 

にパブリックコメントの資料の差しかえが必要ではないかと思いますが、いか 821 

がでしょうか。 822 

 最後、類似施設との比較なのだけれども、今回の資料で恵庭とか北広島を含め 823 

ているのです。これを入れると、確かに滝川は公共施設が多い。だけれども、 824 

その下の人口密度の低い、あるいは地価の低い町と比較すると、そういうこと 825 

なので、比較の仕方について伺います。 826 

高橋主幹 まず、１番目の比較の部分でございますけれども、これについては清水議員の 827 

おっしゃるとおりという部分があるのは間違いないとは思いますが、私どもが 828 

ここで使っている数字というのは、６ページのグラフがございます。昭和48年 829 

に3.29平米という、これは公有財産表プラス市立病院の面積なのですが、この 830 

面積が平成23年には9.05平米、１人当たりになっているということをお示しを 831 

したいということから、この9.05平米というのを使わせていただいております。 832 

ここの下段でこれを全道26市でありますとか全国981市区町村と比較をしてい 833 

るという部分については、これを比較しようという文脈ではないのですが、明 834 

らかにそういうふうに見えます。そこについては、今パブコメをやった中で全 835 
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体を見直す中で一部是正をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願 836 

いをいたします。 837 

高橋主査 ２点目にご質疑のありました総合福祉センターの関係でございます。現在この 838 

計画上は廃止の方向でという記載がなかったのですけれども、確かに議員の言 839 

われたとおりこの中に未利用、暫定施設等々も載っていますので、４月以降廃 840 

止が決定した後にこのマネジメントについて、この施設のあり方について改め 841 

て検討させていただきたいと考えております。 842 

五十嵐部次長 パブコメの資料の差しかえについてですけれども、これにつきましても先ほど 843 

柴田委員のご質疑にお答えしたとおりの考えで、まず現状を知ってもらうとい 844 

うことで今パブコメをやっているのですけれども、その参考資料としてまとめ 845 

たものです。その考え方は変わらないのですけれども、お二人の委員からもご 846 

意見がございましたので、誤解を与えるような読まれ方をする可能性もありま 847 

すので、早急に検討して対応したいと。回収も含めて検討したいと思います。 848 

高橋主査 最後、本日の資料の公共施設の床面積の資料の関係でございますが、あくまで 849 

も計画上にありますとおり、今回は道内の人口３万人から７万人のまちとの比 850 

較ということで、まちの面積等々についての比較は今回東洋大学も行っており 851 

ませんので、こちらの資料をそのまま使わせていただいたということでござい 852 

ます。 853 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 854 

（なしの声あり） 855 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 856 

 ２．その他について 857 

委 員 長 ２、その他についてですが、委員から何かありますか。 858 

（なしの声あり） 859 

委 員 長 事務局から何かありますか。 860 

（なしの声あり） 861 

 ３．次回委員会の日程について 862 

委 員 長 ３、次回委員会の日程については正副委員長に一任いただきたいと思いますが、 863 

よろしいですか。 864 

（異議なしの声あり） 865 

委 員 長 それでは、以上で第29回総務文教常任委員会を閉会いたします。 866 

閉  会 １５：３６ 867 

 868 


